
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

オ
ー
ケ
ー
新
座
店
新
築
工
事 

 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
北
野
三
丁
目
百
二
十
一
番
地
三
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 
 

令
和
四
年
二
月
二
日
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
地
元
説
明
会
資
料

交
通
に 

 
 

 

関
す
る
事
項
に
つ
い
て 

 
 

 
 

説
明
の
際
に
、
店
舗
来
店
経
路
及
び
退
店
経
路
に
つ
い
て
、
誘
導
看
板
等
は
設
置
せ
ず
、 

 
 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
チ
ラ
シ
に
て
周
知
す
る
と
の
話
で
し
た
が
、
そ
の
内
容
で
の
周
知
は 

 
 

 

難
し
い
と
考
え
ま
す
。 

 
 

 
 

ま
た
、
残
念
な
が
ら
説
明
会
で
の
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
の
回
答
内
容
を
聞
い
て 

 
 

 

い
る
限
り
で
は
来
店
者
に
入
退
店
ル
ー
ト
を
確
実
に
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら 

 
 

 

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

 
 

店
舗
北
側
の
道
路
は
大
変
狭
く
対
向
車
が
来
た
場
合
、
ど
ち
ら
か
が
譲
ら
な
け
れ
ば
通 

 
 

 

行
が
困
難
な
状
況
で
す
。 

 
 

 
 

そ
こ
に
、
当
該
店
舗
へ
の
車
両
が
通
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
交
通
が
混
乱
し
て 

 
 

 

し
ま
い
ま
す
の
で
、
左
記
を
要
望
し
ま
す
。 

 
 

 

⑴ 

御
社
指
定
入
店
経
路
及
び
退
店
経
路
以
外
の
経
路
を
使
わ
な
い
よ
う
徹
底
し
て
く
だ 

 
 

 
 

さ
い
。 

 
 

 

⑵ 

指
定
外
ル
ー
ト
、
北
側
道
路
か
ら
進
入
し
た
車
両
は
絶
対
駐
車
場
に
入
庫
さ
せ
な
い 

 
 

 
 

で
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

⑶ 

駐
車
場
へ
の
入
庫
、
駐
車
場
か
ら
の
出
庫
に
つ
い
て
は
必
ず
指
定
の
方
向
（
右
折
） 

 
 

 
 

に
出
入
庫
す
る
よ
う
警
備
員
を
配
置
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

⑷ 

満
車
時
、
路
上
で
車
両
を
待
機
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

⑸ 

満
車
時
、
南
側
か
ら
駐
車
場
入
り
口
ま
で
侵
入
す
る
と
北
側
道
路
に
逃
げ
る
し
か
な 

 
 

 
 

く
な
る
の
で
、
サ
ン
ケ
ン
通
り
を
直
進
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

⑹ 

最
低
で
も
、
下
記
地
図
（
地
図
省
略
）
に
印
を
し
た
交
差
点
に
お
い
て
は
常
時
警
備 



 
 

 
 

員
等
を
配
置
し
、
当
該
ル
ー
ト
で
は
店
舗
に
入
店
で
き
な
い
旨
告
知
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

⑺ 

そ
の
他
の
ル
ー
ト
外
か
ら
進
入
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
そ
う
い
う
事
態
に 

 
 

 
 

な
っ
た
場
合
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
明
確
な
回
答
を
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


